
営業店の臨時休業に関する公告 

 

2025 年 12 月 25 日 

 

島根県松江市魚町 10 番地 

株式会社山陰合同銀行 

取締役頭取 吉川 浩 

 

株式会社山陰合同銀行は、松江市役所の年末閉庁に伴い、下記の通り松江市役所支店を

臨時休業いたしますので、定款第 5条および銀行法第 16 条第１項の規定に基づき、公告い

たします。 

 

記 

１． 臨時休業する営業店 

店舗名 所在地 

松江市役所支店 〒690-0846 島根県松江市末次町８６松江市役所内 

 

２． 休業する期間 

2025 年 12 月 29 日（月）、2025 年 12 月 30 日（火） 

 

３．営業再開日 

  2026 年 1月 5日（月）   

 

４．休業する業務 

  営業店における窓口業務全般 

  

以 上 

 

 


